
 

観光庁任期付職員〔公認会計士〕の募集 

 

令和４年７月１日 

 

１．勤 務 地  観光庁（東京都千代田区霞が関２－１－２） 

 

２．役 職 名  専門官 

 

３．採用予定日及び採用予定人数 

   採用予定日  ・・・ 令和４年１０月１日 

   採用予定人数 ・・・ １名 

 

４．任用予定期間 

 令和４年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

 

５．担当業務 

宿泊産業は、小規模事業者をはじめとして家業的な経営形態が多く、企業的な

経営視点が不足している事業が少なくありません。また、もともと債務比率が高

かった中、コロナ禍を経て過剰債務に苦しむ事業者が増加しております。 

こうした構造的課題の解決を図るべく、観光庁は宿泊産業の企業的経営への転

換を図るとともに、宿泊産業の再生・高付加価値化を進めていくこととしており

ます。そのため、これらの施策を検討するうえで、企業会計、事業者の監査等に

関する専門的な知見を必要としており、主に次のような事務を担当する職員を募

集いたします。 

・ホテル、旅館等の宿泊産業の経営分析 

・宿泊産業の事業再生の支援 

・宿泊産業の生産性向上の支援 

・その他、観光関係施策に係る企画・立案業務等 

 

６．応募資格 

〇資格及び業務経験 

公認会計士資格を有し、資格取得後３年程度以上企業会計業務に従事し、特

に、事業会社の経営分析や監査の経験を通じた専門的知識・経験を有すること。 

 

○以下のいずれかに該当する者は受験できません。 

(1)日本の国籍を有しない者 

(2)国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることができない者 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶

予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年



 

を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する正

当その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

(3)平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

 

７．応募に必要な書類  ※応募書類は合否の結果によらずお返しできません。 

   ①履歴書及び職務経歴書（様式は自由） 

   ②資格を証明する書類の写し 

 

８．応募方法 

   応募に必要な書類を令和４年８月１９日（金）までに郵送（※同日必着） 

 

９．選考方法及び選考スケジュール 

   書類選考     令和４年８月２２日（月）～８月２６日（金） 

    ※選考結果通知 令和４年８月２６日（金）までに選考通過者のみ電話連絡 

   面接試験     令和４年８月３０日（火） 

    ※試験結果通知 令和４年９月上旬 試験合格者のみに電話連絡 

 

１０．採用形態等 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成１２年法律第

１２５号。以下「任期付職員法」という。）の規定に基づく、一般職の常勤の国

家公務員としての採用。 

国家公務員法に基づく守秘義務、兼職制限、再就職規制等が適用されます。 

 

１１．勤務時間及び休日 

   原則として９：３０～１８：１５（休憩時間は１２：００～１３：００） 

   休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

 

１２．給 与 等 

   任期付職員法の規定に基づき俸給月額を決定し、関係規定に基づき支給します。 

 

１３．応募書類の提出先等 

    〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

    国土交通省観光庁総務課調整室 採用担当 

    電話：０３－５２５３－８７０３ 

担当：朝野、川内 


